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今月のハイライト 
 

1. シンガポール財務省は 2024 年 2 月 16 日に予算案を公表しました。税務上の主なトピックとして、グローバ

ルミニマム課税（IIR）および国内最低法人税率課税（DTT）の 2025 年 1 月 1 日以降開始事業年度からの導

入、既存優遇税制への新たな軽減税率の Tier の創設、新たな税額控除制度となる Refundable Investment 
Credit（RIC）の導入が公表されています。各種制度の詳細はそれぞれ 2024 年第 2 四半期または第 3 四半

期までに公表される予定です。 

2. マレーシア内国歳入庁（IRB）は、1967 年所得税法のセクション 140A（3C）に関する FAQ を公表しました。こ

れにより、移転価格調査により更正が生じた場合のペナルティについて、更正所得額に対して 5%のサーチャ

ージのみが課されることが明確化されました。 

3. インドネシア財務大臣（MOF）は 2023 年 12 月 29 日に、独立企業原則に係る財務大臣規則 No.172（以下、

「PMK-172」）を発表しました。PMK-172 では、独立企業間原則の適用、移転価格文書の要件、事前確認制

度（APAs）、相互協定手続き（MAP）などについての従来の規定が撤廃、統合され、一部詳細が追加されまし

た。 
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各国税務ニュース（2024 年 2 月 29 日時点） 
 

インドネシア 

 

移転価格税制に関する実施ガイドライン 

財務大臣は、関連者間取引に関する独立企業間原則の適用実施ガイドラインに関する規則 PMK-
172 を発行しました。この規則は、移転価格に関する従来の規定をひとまとめにしたうえで一部詳細

を追加し、実施ガイドラインとして提供されます。 

第 21 条源泉徴収税計算に係る新ガイドライン 

第 21 条源泉徴収税率に関する新規則である政府規則 GR-58 の発効に続き、政府は GR-58 で導

入された実効税率（Tarif Efektif Rata-Rata、TER）に対応するため、個人が受領する給与やサービス

に係る所得に対する第 21 条所得税の計算実施ガイドラインに関する規則 PMK-168 を発効しまし

た。 
   
  

ベトナム 

 

製造に必要とされる BOM 情報（部品表）における原産地証明書申請での使用について 

輸出品の原産地証明書を申請する際に、実績ベースの BOM と損失率情報が確定していない場合に

は、標準 BOM と損失率情報を使用できるようになります。 

   
  

フィリピン 

 

 

フィリピンとブルネイの租税条約発効 

フィリピンとブルネイとの間における租税条約が 2024 年 1 月 25 日に発効しました。本条約は、2025
年 1 月 1 日以降のフィリピン国内源泉の所得に対して適用されることになります。 

   
  

マレーシア 

 

2 月のマレーシア税制アップデート月のマレーシア税制アップデート 

移転価格税制の更正に対するペナルティについての FAQ の公表 

内国歳入庁（IRB）は、1967 年所得税法のセクション 140A（3C）に関する FAQ を公表しました。これ

により、移転価格調査により更正が生じた場合のペナルティについて、2021 年 1 月 1 日以降に開始

された税務調査については、更正所得額に対して 5%のサーチャージのみが課されることが明確化さ

れました。また、2021 年 1 月 1 日以前に開始された税務調査については、上述のサーチャージは課

されず、更正税額がある場合のみセクション 113（2）に基づくペナルティが課されます。 

キャピタルゲイン課税の申告プログラムの公表 

IRB は、キャピタルゲイン課税に関する申告プログラムを公表しました。2024 年 1 月 1 日から 2024
年 2 月 29 日までの間、マレーシアの非上場会社株式の譲渡および 1967 年所得税法のセクション

15c に該当する譲渡については免税とされており、今回の申告プログラムでは、これら免税となる譲

渡について申告が不要となる旨が示されています。 

e-Invoice に関するガイドラインのアップデートおよび Software Development Kit（SDK）の公表 

IRB は、e-Invoice の導入に関するガイドラインを更新しました。更新後のガイドラインでは、e-Invoice
発行に必要なデータ項目が 51 から 55 に変更されています。また、IRB は SDK のベータ版を公表し

ました。SDK とは、納税者の ERP システムを IRB の MyInvois システムに接続するための API の詳

細を含む、開発者向けのツール、ライブラリ、リソースを記載したものになります。 
   
  

  

https://www.pwc.com/id/en/taxflash/assets/japanese/2024/taxflash-2024-04-jpn.pdf
https://www.pwc.com/id/en/taxflash/assets/japanese/2024/taxflash-2024-02-jpn.pdf
https://www.pwc.com/vn/en/publications/news-brief/240228-technical-bom-in-co-application-dossiers.html
https://www.pwc.com/ph/en/tax/tax-publications/tax-alerts/2024/tax-alert-15.html#:%7E:text=30%2D2024%20was%20issued%20to,on%20Income%20(PH%2DBrunei%20Tax
https://www.pwc.com/my/en/assets/publications/Taxavvy/2024/pwc-my-taxavvy-5.pdf
https://www.pwc.com/my/en/assets/publications/Taxavvy/2024/pwc-my-taxavvy-4.pdf
https://www.pwc.com/my/en/assets/publications/Taxavvy/2024/pwc-my-taxavvy-6.pdf
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シンガポール 

 

2024 年度予算案の公表 

財務省は 2024 年 2 月 16 日に予算案を公表しました。税務上の主なトピックは以下のとおりですが、

各種制度の詳細はそれぞれ 2024 年第 2 四半期または第 3 四半期までに公表される予定です。 

• グローバルミニマム課税（IIR）および国内最低法人税率課税（DTT）の 2025 年 1 月 1 日以降開始

事業年度からの導入開始が決定しました（軽所得課税ルール＜UTPR＞の導入時期は未定です）。 

• 以下の既存優遇税制に対して、新たな軽減税率の Tier が創設されました。 

 Global Trader Programme（GTP）、Development and Enhancement Incentive（DEI）、
Intellectual Property Development Incentive（IP）：5%、10%の Tier に加えて新たに 15%の

Tier が新設 

 Finance and Treasure Centre（FTC）、Aircraft Leasing Scheme（ALS）：8%の Tier に加え

て新たに 10%の Tier が新設 

• 新たな税額控除として Refundable Investment Credit（RIC）が導入されます。企業が行う適格活

動により生じた適格費用について、支出額の最大 50%の税額控除が適用可能です。また、RIC
は IIR における適格還付可能税額控除として取り扱われるため、IIR および DTT によるトップアッ

プ課税の影響を受けません。 
   
  

オーストラリア 

 

 

Monthly Tax Update February 

オーストラリア税務に関する直近の動向のうち、以下を含む点について解説しています。 

• オーストラリア証券取引委員会（ASIC）が 2023 年におけるレポーティングの重点分野を発表

ASIC は、2023 年 12 月 31 日に終了するレポーティング期間の重点分野を発表しました。 

• オーストラリア Taxation Office（ATO）による従業員と独立請負業者の区分に係るガイダンスの

最終化 
ATO は、ルーリング – TR 2023/4 – 所得税（源泉徴収の対象となる従業員の定義）を公表しまし

た。 

• 関連当事者の無形資産に関する PCG  
ATO は、無形資産の移転アレンジメントに関する最終的な実務コンプライアンスガイドライン PCG 
2024/1 を発表しました。 

• 国際問題に関する 2023～24 年度中間経済財政見通しの最新情報 
2023～24 年度予算の発表以降の政府の財政状況に関する最新情報を提供する中間予算報告

書では、国際税務や国際貿易に関する措置（外国人居住者のキャピタルゲインの源泉徴収税率

の引き上げおよび源泉徴収の最低基準額の引き下げ、無税国および軽課税国への無形資産関

連の支払いの損金性否認に関する税制の修正案）が記載されています。 

• OECD の第 2 の柱ソリューションに関する最新情報 
OECD は、GloBE ルールに関する最新のガイダンスを発表しました。また、第 1 の柱に関連して、

「包括的枠組み（IF）の加盟国は、合意に基づく解決策を達成し、2024 年 3 月末までに 多国間条

約（MLC）の本文を完成させ、 2024 年 6 月末までに調印式を開催する」との声明も発表しました。 

• グローバルミニマム税 
OECD は、多国籍企業の課税に対するグローバルミニマム税（GMT）の影響を評価するワーキン

グペーパーを発表しました。このワーキングペーパーでは、グローバルミニマム税の導入は利益を

移転するインセンティブを大幅に削減するほか、投資と事業活動の配分に潜在的な影響を与える

地域間税率差を削減し、また世界中で税率差を利用した利益を大幅に削減すると結論付けられて

います。  

詳細は、2 月号のニュースレターをご参照ください。    

https://www.pwc.com/sg/en/event-slides/assets/budget-2024-commentary-jp.pdf?utm_campaign=budget-spotlight&utm_medium=nl&utm_source=ap1&link_id=c94bc22f-be8f-4666-a45c-0c6c86c52435
https://www.pwc.com.au/asia-practice/japan/japanese/newsletters/jsd-newsletter-feb2024.pdf
https://www.pwc.com.au/asia-practice/japan/japanese/newsletters/jsd-newsletter-feb2024.pdf
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セミナー情報 
 
各国または日本で直近実施したセミナー、および今後開催予定のセミナーについてご案内します。登録・視聴リンク

がないセミナーについても、ご興味がありましたら下記の問い合わせ先までご連絡ください。 

Digital Identity and Privacy Tech Forum 2024 

デジタル化に伴うプライバシー保護領域の重要テーマであるデジタルアイデンティティとプライバシーテックに関する

日本政府および日本企業の最新の取り組みや動向について詳しく解説します。 

配信期間： 2024 年 3 月 11 日（月）～2024 年 4 月 30 日（火） 

配信方法： オンデマンド配信   

詳細および登録リンク：  https://www.pwc.com/jp/ja/seminars/digital-identity-forum2024.html 
 
 

Digital Trust Forum 2024 

サイバーセキュリティとプライバシーをめぐる企業の対応や今後の進むべき方向について、多様な先駆者が有する幅

広い知見や、最新の取り組み事例から迫ります。 

配信期間： 2024 年 3 月 18 日（月）～2024 年 4 月 30 日（火） 

配信方法： オンデマンド配信   

詳細および登録リンク：  https://www.pwc.com/jp/ja/seminars/digital-trust-forum2024.html 
 
 

グローバル メガトレンド フォーラム 2023 

「The Leadership Agenda」と題して、グローバル経済の次に来る世界（ニュールール）を読み解き、 新しい世界で社

会からの期待に応えるための経営アジェンダの再定義を試みます。 

配信期間： 2023 年 12 月 4 日（月）～2024 年 5 月 10 日（金） 

配信方法： オンデマンド配信   

詳細および登録リンク：  https://www.pwc.com/jp/ja/seminars/global-megatrends-forum2023.html 
 
 

移転価格調査に係る実務対応 

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが「2 類相当」から「5 類」に移行したことに伴い、これまで抑制

的だった税務調査の執行が本格化しつつあります。また、2020 年 7 月に移転価格調査と一般法人税調査の一体調

査へと移行したことにより、これまでにはなかった短期間かつ効率的な税務調査を志向した課税案件が増えつつあり

ます。 

本セミナーでは、最近の国税当局の執行体制の変化や、国税当局の重点取り組み事項である税務コーポレートガバ

ナンス（CG）の充実、税務行政のデジタルトランスフォーメーション（DX）の推進について解説します。 

配信期間： 2024 年 3 月 14 日（木）～6 月 28 日（金） 

配信方法： オンデマンド配信   

詳細および登録リンク： https://www.pwc.com/jp/ja/seminars/tax-1240314.html 

  

https://www.pwc.com/jp/ja/seminars/digital-identity-forum2024.html
https://www.pwc.com/jp/ja/seminars/digital-trust-forum2024.html
https://www.pwc.com/jp/ja/seminars/global-megatrends-forum2023.html
https://www.pwc.com/jp/ja/seminars/tax-1240314.html
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各国問い合わせ先 
 
より詳しい情報、または個別案件への取り組みやご相談につきましては、PwCの貴社担当者もしくは下記担当者ま

で お問い合わせください。 
 
 

共同統括責任者 神保 真人（税理士法人 パートナー）、菅原 竜二（PwCインドネシア パートナー） 
  
  

PwC税理士法人（日本） 神保 真人、野田 幸嗣（移転価格）、大橋 全寿（移転価格）、青木 一憲（金融） 
  
  

PwCインドネシア 菅原 竜二（カントリーリーダー）、糸井和光、深澤 直人、濱田 孝一、松澤 智之、 
石山 洋平、水野 直樹、井上 由貴、余村 裕樹 
問い合わせ先：id_jbd@pwc.com 

  
  

PwCタイ 魚住 篤志（カントリーリーダー）、武部 純、山鳥 達彦 
問い合わせ先：th_jbd@pwc.com 

  
  

PwCベトナム 今井 慎平（カントリーリーダー）、小暮 寛之、塚本 裕之 
問い合わせ先：vn_jbn@pwc.com 

  
  

PwCフィリピン 東城 健太郎（カントリーリーダー）、林田 俊哉 
問い合わせ先：ph_jbd@pwc.com 

  
  

PwCマレーシア 杉山 雄一（カントリーリーダー）、佐藤 祐司、水本 賢一、緩詰 真梨子 
問い合わせ先：my_pwc_japandesk@pwc.com 

  
  

PwCシンガポール ハワード・オオサワ（カントリーリーダー）、北村 勝信、山本 尚紀、海谷 亮介、野木 玄 
問い合わせ先：sg_japan_desk_tax@pwc.com 

  
  

PwCオーストラリア 寺﨑 信裕（税務カントリーリーダー）、 伊藤 大介、信夫 将 
問い合わせ先：au_japan@pwc.com 

 

Tax Academy について 
 
PwC税理士法人は「Tax Academy」を開設し、国際税務領域の人材育成支援を目的としたe-learningコンテンツを

2022年10月より配信しています。 

「Tax Academy」のシリーズ講座は、日本企業が海外に事業展開する際に事前に検討すべき論点を網羅している

ほか、当法人の国際税務領域における豊富な実務経験や、PwCグローバルネットワークを通じて得た知見を生か

すことで広範囲な専門分野をカバーしています。各コース（有料）を通じて、国際税務を基礎から体系的に学びたい

方や、企業の税務部門担当として国際税務の知識を身に付けてスキルアップしたい方をサポートします。 

詳細は以下をご参照ください。 
www.pwc.com/jp/tax-academy 

 

バックナンバーは、こちらからご覧ください。 

 
 
PwCは、社会における信頼を築き、重要な課題を解決することをPurpose（存在意義）としています。私たちは、世界151カ国に及ぶグローバルネット

ワークに約364,000人のスタッフを擁し、高品質な監査、税務、アドバイザリーサービスを提供しています。詳細はwww.pwc.com をご覧ください。 
本書は概略的な内容を紹介する目的のみで作成していますので、プロフェッショナルによるコンサルティングの代替となるものではありません。 
© 2024 PwC. All rights reserved. PwC refers to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal 
entity. Please see www.pwc.com/structure for further details.  

https://www.pwc.com/jp/ja/contacts/j/masato-jimbo.html
https://www.pwc.com/jp/ja/contacts/s/ryuji-sugawara.html
https://forms.jp.pwc.com/public/application/add/4743?__CAMCID=cKPnibYQqo-450&__CAMI=3.2.1.0.FhPyegtLZYi.HKfZQztzIIh-83&__CAMSID=HKfZQztzIIh-83&__CAMVID=FhPyegtLZYi&_c_d=1&_ct=1626172623813&_ga=2.259045002.1291258877.1626055109-634799299.1605677937
https://www.pwc.com/jp/ja/contacts/j/masato-jimbo.html
https://www.pwc.com/jp/ja/contacts/k/koji-noda.html
https://www.pwc.com/jp/ja/contacts/a/kazunori-aoki.html
https://www.pwc.com/jp/ja/services/globalization/country/indonesia.html
https://www.pwc.com/jp/ja/contacts/s/ryuji-sugawara.html
mailto:id_jbd@pwc.com
https://www.pwc.com/jp/ja/services/globalization/country/thailand.html
https://www.pwc.com/jp/ja/contacts/u/atsushi-uozumi.html
https://www.pwc.com/jp/ja/contacts/t/jun-takebe.html
mailto:th_jbd@pwc.com
https://www.pwc.com/jp/ja/services/globalization/country/vietnam.html
https://www.pwc.com/jp/ja/contacts/i/shimpei-imai.html
mailto:vn_jbn@pwc.com
https://www.pwc.com/jp/ja/services/globalization/country/philippines.html
https://www.pwc.com/jp/ja/contacts/t/kentaro-tojo.html
https://www.pwc.com/jp/ja/contacts/h/toshiya-hayashida.html
mailto:ph_jbd@pwc.com
https://www.pwc.com/jp/ja/services/globalization/country/malaysia.html
https://www.pwc.com/jp/ja/contacts/s/yuichi-sugiyama.html
https://www.pwc.com/jp/ja/contacts/s/yuji-sato.html
mailto:my_pwc_japandesk@pwc.com
https://www.pwc.com/jp/ja/services/globalization/country/singapore.html
https://www.pwc.com/jp/ja/contacts/o/howard-osawa.html
https://www.pwc.com/jp/ja/contacts/k/katsunobu-kitamura.html
https://www.pwc.com/jp/ja/contacts/y/naoki-yamamoto-t.html
https://www.pwc.com/jp/ja/contacts/k/ryosuke-kaiya.html
mailto:sg_japan_desk_tax@pwc.com
https://www.pwc.com/jp/ja/services/globalization/country/australia.html
https://www.pwc.com/jp/ja/contacts/t/nobuhiro-terasaki.html
mailto:au_japan@pwc.com
http://www.pwc.com/jp/tax-academy
https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/news/asean-oceania-tax-newsletter.html
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